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拡大型指名競争入札の事前公表 

 

平成 24年 12月 25日 

契約責任者 東日本高速道路株式会社           

                                      北海道支社長  山本 裕己 

 

 次のとおり拡大型指名競争入札を実施しますので、お知らせします。 

 

1．拡大型指名競争入札に付す事項 

工事の名称 北海道支社管内 軸重計設備更新工事 

工事場所 自）北海道登別市 

至）北海道旭川市 

工事種別 機械設備工事 

工事概要 本工事は、北海道支社管内の軸重計設備の更新及び新設を行うものである。 

・軸重計設備更新 11箇所 

・軸重計設備新設  1箇所 

工期 契約保証取得の日の翌日から 300 日間 

 

2．拡大型指名競争入札の実施等に関する事項 

指名競争入札実施

理由 

本工事は、東日本高速道路株式会社契約事務処理要領第 6条第 3項－②－ｳ）に該

当するため、拡大型指名競争とする。 

指名通知の日 平成 24 年 12月 25日 

指名業者数 3者 

指名基準 （1）指名通知の日において、「東日本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成 17

年細則第 16 号）」第 6条の規定に該当しない者であること。 

（2）指名通知の日において、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO東日本」と

いう。）における「平成 23･24年度工事競争参加資格審査」において、「機械設

備工事」の認定を受けていること。 

（3）指名通知の日において、東日本高速道路株式会社競争参加資格停止等事務処

理要領（平成 18年 8月 7日東高契第 269号）に基づき、「地域 1」において競争

参加資格停止を受けていないこと。 

（4）指名通知の日において、警察当局からの排除要請がある者でないこと。 

（5）平成 22･23 年度に完成した NEXCO東日本の工事のうち、上記(2)に示す工事種

別に該当する工事の成績評定点（請負工事等成績評定要領第 3条第 3項に規定

する評定表の成績評定点合計をいう。以下、「成績評定」という。）を各年度ご

とに平均したとき、その平均点が両年度ともに（2年連続して）65点未満とな

る者でないこと。 

（6）平成 14年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記の同種工事の施

工実績を有すること。 

同種工事：下記を必要とする 

道路を走行する車両の軸重の測定が可能な設備について、下記①から③に示

す全てを実施した工事 

①機器の自社又は委託製作 ②機器の設置 ③試験調整 

（当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資の割合（出

資比率）が 20％以上である場合に限り施工実績として認める。） 

 ただし、次のｲ）又はﾛ）に該当する工事は施工実績として認めない。 
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ｲ) NEXCO東日本または旧日本道路公団の工事については、成績評定が 65

点未満の工事 

ﾛ) 国、地方公共団体等の工事においては、成績評定が一定の点数未満で

あるため当該発注機関の競争入札において施工実績として認めていな

い工事 

（7）主要設置予定機器等について、次の①及び②に示す条件を満たすこと。 

①平成 14年度以降に、入札者が元請として、道路を走行する車両の軸重の測定

が可能な設備にかかる納入実績を有すること。または、製造予定業者が上記設

備における納入実績を有すること。 

②機器の故障、システムの機能障害時に、NEXCO東日本からの連絡に対し 24時

間体制で迅速な復旧に必要な技術的助言、必要部品の手配等の支援を行う体制

があること。 

 

3．指名を受けていない者（非指名者）の競争参加に関する事項 

非指名者の競争参

加 

非指名者のうち下記①又は②に該当する者は本件競争入札に参加することができる 

①NEXCO 東日本の「平成 23･24年度工事競争参加資格審査」の有資格者のうち指名

基準の(1)から(7)をすべて満たす者。 

②NEXCO 東日本の「平成 23･24年度工事競争参加資格審査」の無資格者のうち指名

基準(1)及び(4)から(7)を満たすもの。 

また、本件競争入札に参加する者は下記の条件を満たす現場代理人、主任技術者ま

たは監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 

（1）配置期間 

審査基準日（競争参加資格確認申請書の提出期限の日）において、次に示す基準

を満たす現場代理人、主任技術者または監理技術者を、本件工事に専任で配置でき

る者であること。なお、専任を要しない期間については共通仕様書を参照すること。 

（2）資格及び施工実績 

1）主任（監理）技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種（機械器具

設置工事業）に係る資格を有するものであること。 

2）現場代理人、専任の主任技術者または監理技術者のうちいずれかの者が、平

成 14年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記の施工経験を有す

ること。 

同種工事：下記を必要とする 

道路を走行する車両の軸重の測定が可能な設備について、機器の設置及び試

験調整を実施した工事 

（当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資の割合(出資比

率)が 20％以上である場合に限り施工実績として認める。） 

ただし、記 2．(6)のｲ)またはﾛ)に該当する工事は施工経験として認めない。 

また、現場代理人を工事経験者とする場合は、当該工事に対応する建設業法

の許可業種（機械器具設置工事業）に係る資格を有する者に限るものとする。 

3）専任の主任技術者または監理技術者は、競争参加希望者と直接的雇用関係に

ある者であり、かつ 3ヶ月以上の恒常的雇用関係にある者であること。 

なお、競争参加資格確認申請書の作成に示す書類の写しにより次の国土交通

省通達のいずれかに該当すると判断される場合も直接的かつ恒常的な雇用関係

（以下「技術者の直接的かつ恒常的関係の特例措置」という。）にあると認める

ものとする。 

a) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直
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接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」（平成 13 年 5 月

30日付、国総建第 155号） 

b) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的

な雇用関係の確認の取扱いについて」（平成 14年 4月 16日付、国総建第 97

号） 

c) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技

術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」（平成 15 年 1 月

22日付、国総建第 335号） 

4）監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者で

あること。 

契約図書の配布方

法等 

配布期間：平成 24年 12月 25日（火）から平成 25年 1月 15日（火）まで 

配布方法：NEXCO 東日本のホームページよりそれぞれダウンロードして取得するこ

と。 

※標準契約書（案）（【施設工事契約書】を使用すること）、入札者に対す

る指示書（【郵送入札】版を使用すること）、共通仕様書（特記仕様書

に記載の共通仕様書を使用すること）、金抜設計書、特記仕様書及びそ

の他契約（発注用）図面等は NEXCO東日本のホームページよりダウン

ロードすること。 

（標準契約書（案）、入札者に対する指示書、共通仕様書） 

⇒http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/doc_download/ 

（拡大型指名競争入札の事前公表（本書）、金抜設計書、特記仕様書、その他契約（発

注用）図面等） 

⇒http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/pubric_notice/search_service/ 

競争参加に必要な

手続 

（1）競争参加資格確認申請書の作成及び提出（記 3．①、②の者ともに必要） 

・作成方法：配布する競争参加資格確認申請書書式に記載のとおり 

・提出期限：平成 25年 1月 15日（火）午後 4時 00分 

・提出場所：NEXCO東日本 北海道支社 調達契約課 

［持参または郵送 提出期限内に必着のこと］ 

（住所）〒004-8512 北海道札幌市厚別区大谷地西 5-12-30 

（TEL）011－896－5777 

（2）「東日本高速道路株式会社の平成 23･24年度工事競争参加資格審査」申請書 

の作成及び提出（記 3．②の者のみ必要） 

・作成方法：当社ホームページ「競争参加資格審査のご案内」参照 

⇒http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/quarification/ 

・提出期限：平成 25年 1月 15日（火）午後 4時 00分 

・提出場所：NEXCO東日本 本社 技術本部 技術部 調達企画課 

        （住所）〒100-8979 東京都千代田区霞が関 3-3-2 

新霞ケ関ビルディング 14階 

        （電話番号）03-3506-0214 

・提出方法：事前に一度電話連絡の上、郵送でのみ受付 

        [宛名面に「緊急認定」と記載すること。] 

競争参加に必要な

条件 

（1）契約責任者から競争参加資格があると認められること。 

  競争参加資格確認結果通知予定日：平成 25年 1月 23日（水） 

（2）入札・開札執行の日において、「東日本高速道路株式会社の平成 23･24年度 

工事競争参加資格審査」において、「機械設備工事」に認定されている者である 

こと。 
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※指名通知の日から落札者決定の日までの間に NEXCO 東日本から「地域 1」にお

いて競争参加資格停止措置を講じられた場合は、競争に参加することができな

い。 

入札前価格交渉の

実施 

（1）入札前価格交渉方式とは、契約制限価格の設定において、競争参加資格がある

と認めた入札者に対し見積書の提出を求め、必要に応じて技術的な交渉を行い、

その結果に基づき最終見積書の提出を求め、合理性があると契約責任者が認めた

最終見積書を活用する方式をいう。 

（2）本件工事における交渉対象項目は、金抜設計書の摘要欄に「交渉対象」と示さ

れた項目に係わる内容とし、見積書の作成は、NEXCO 東日本が指定する様式（様

式 15）に基づき行うものとする。 

（3）入札者は、次に示すとおり当初見積書の提出を行わなければならない。 

・提出期限：平成 25年 1月 31日（木）午後 4時 00分 

・提出場所：NEXCO東日本 北海道支社 調達契約課 

（住所）〒004-8512 北海道札幌市厚別区大谷地西 5-12-30 

（TEL）011－896－5777 

・提出方法：書留郵便（提出期限の日までに必着のこと） 

（4）当初見積書の提出期限以後、すべての入札者に対し、個別に、見積書の内容に

かかるヒアリングを行うので、入札者はこれに応じなければならない。 

（5）ヒアリングの実施日時は、平成 25年 2月 1日(金)から平成 25年 2月 13日(水)

までの間を予定しており、交渉回数は 1回以上を予定している。 

また、ヒアリングにおける入札者の参加者は、見積書の内容に精通した者を含

む最大 3名までの参加を認める。 

なお、詳細な日時等については、入札者の担当者宛て別途連絡を行う。 

（6）入札者は、ヒアリングが完了した場合は当初見積書の変更の有無に係わらず最

終見積書を提出するものとする。 

（7）入札者は、最終見積書に基づいた入札を行うものとするが、最終見積書に記載

された交渉対象項目の金額は、入札時に最終見積書を超えない限り変更ができる

ものとし、最終見積書を超えた入札である場合は、当該入札者が行った入札は無

効とする。 

入札・開札執行 （1）入札書の提出 

  ・提出期限：平成 25年 3月 5日（火）午後 4時 00分 

  ・提出場所：NEXCO東日本 北海道支社 調達契約課 

（住所）〒004-8512 北海道札幌市厚別区大谷地西 5-12-30 

（TEL）011－896－5777 

  ・提出方法：書留郵便（提出期限の日までに必着のこと） 

・書類の作成：入札者は、次に示すとおり、入札に必要な書類を作成または準

備し、提出しなければならない。 

①入札書：入札者に対する指示書[12]を参照のこと 

②工事費内訳書：入札者に対する指示書[13]を参照のこと 

表紙は様式 16のとおり 

③総合評定値通知書(経審)の写し：入札者に対する指示書[14]を参照のこと 

（2）開札 

・開札日時：平成 25年 3月 6日（水）午後 3時 30分 

・開札場所：NEXCO東日本 北海道支社 会議室 

（3）開札への立ち会いのない場合の取扱いについて 

開札への立会いのない入札者がした入札についても有効として取扱う。ただ
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し、再度入札へ移行する場合には、当該入札者は再度入札を辞退したものとみ

なす。 

（4）入札者は、入札及び開札にかかる留意事項として、入札者に対する指示書「5. 

入札及び開札」を参照のこと。 

注）非指名者のうち「競争参加資格がない」とされた方は、本書面を受け取った日から 7日（休日を含

まない。）以内に、当職に対し氏名及び住所、対象となる工事等名、不服のある事項並びに不服の根拠

となる事項等を記載した書面で、その理由についての説明を求めることができます。 

 

4．競争参加資格に関する事項 

設計業務等の請負

人等との資本及び

人事面の関係 

指名通知の日または審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期

首及び期末の日を含む）において、下記（2）に示す設計業務等の請負人、当該設計

業務等の下請請負人、または当該請負人若しくは下請負人と資本若しくは人事面に

おいて関連がある者でないこと。 

（1）「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のｲ）またはﾛ）に該当 

する者である。 

  ｲ）当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式 

を有し、またはその出資の総額の 100 分の 50を超える出資をしている者。 

  ﾛ）業者の代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有す 

る役員を兼ねている場合における当該業者。 

（2）設計業務等の業務名及び請負人 

・道央自動車道 新千歳空港ＩＣ諸設備詳細設計 （アルファシステックス（株）） 

・保全点検業務等の実施に関する年度協定 （（株）ネクスコ・エンジニアリング

北海道） 

施工（調査等）管

理業務の請負人等

との資本及び人事

面の関係 

指名通知の日または審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期

首及び期末の日を含む）において、下記（2）に示す施工（調査等）管理業務の請負

人、当該施工（調査等）管理業務の請負人と資本若しくは人事面において関連のあ

る者、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・派遣元、当該施工（調査

等）管理業務の担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連があ

る者として、本工事の発注に関与した者でないこと、又は現に下記（2）に示す施工

（調査等）管理業務請負人、当該施工（調査等）管理業務の請負人と資本若しくは

人事面において関連のある者、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・

派遣元、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは

人事面において関連がある者でないこと。 

（1）「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のｲ）またはﾛ）に該当 

する者である。 

  ｲ）当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式 

を有し、またはその出資の総額の 100 分の 50を超える出資をしている者。 

  ﾛ）業者の代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有す 

る役員を兼ねている場合における当該業者。 

（2）施工（調査等）業務の請負人 

保全点検業務等の実施に関する年度協定（（株）ネクスコ・エンジニアリング北

海道） 

入札に参加しよう

とする者との資本

または人的関係 

指名通知の日または審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期

首及び期末の日を含む）において、入札に参加しようとする者の間に以下の基準の

いずれかに該当する関係がないこと（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代

表者以外の構成員である場合を除く。）なお、上記の関係がある場合に、辞退する者
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を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札者に対する指示書 1[1]入

札手続きの公正性・透明性の確保に関するお願いの(1)の記載に抵触するものではな

いことに留意すること。 

（1）資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第 2条第 3号

に規定する子会社をいう。以下、この（1）資本関係の記載中において同じ。）又

は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

①親会社（会社法第 2条第 4号に規定する親会社をいう。以下、この（1）資本

関係の記載中において同じ。)と子会社の関係にある場合 

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

（2）人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が

更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

①一方の会社の役員（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下、この（2）

人的関係の記載中において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場

合 

②一方の会社の役員が、他方の会社の管財人(以下に掲げる定義に該当する者を

いう。)を現に兼ねている場合 

 【役員の定義】 

ｲ）会社の代表権を有する取締役（代表取締役）  

ﾛ）取締役（社外取締役を含む。ただし、委員会等設置会社の取締役を除く。） 

ﾊ）委員会等設置会社における執行役又は代表執行役  

【管財人の定義】 

ｲ）会社更生法第 67条第 1項又は民事再生法第 64条第 2項の規定により選任さ

れた管財人 

（3）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記（1）または（2）と同視しうる資本関係または人的関係があると認

められる場合 

質問の受付 （1）本件競争入札に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。 

・受付期間：平成 24 年 12 月 25 日（火）から平成 25 年 2 月 25 日（月）午後 4

時 00分まで 

・受付場所：NEXCO東日本 北海道支社 調達契約課 

・受付方法：質問書面（様式自由）を持参または書留郵便（受付期間内必着のこ

と）により提出すること 

（2）上記（1）により受付けた質問に対する回答は、次の定めるとおり行う。 

・回答予定日：質問を受け取った日の翌日から原則として 5日以内 

・回答方法：質問者に対して書面にて回答するほか、NEXCO東日本のホームペー

ジ「入札公告・契約情報検索」内の当該案件の「備考」欄に掲載し

閲覧に供する。 

⇒ http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/public_notice/search_service/ 

（3）競争入札に関する一般的な質問については、当社ホームページを参照すること

⇒ http://www.e-nexco.co.jp/faq/bids/ 

その他 （1）入札前価格交渉の有無 有 

（2）工事費内訳書の提出  必要…入札者に対する指示書[13]を参照のこと 

（3）履行保証       必要…入札者に対する指示書[29]を参照のこと 

 

http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/public_notice/search_service/�
http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/capacity/faq.html�
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（4）契約書の作成     必要…入札者に対する指示書[30]を参照のこと 

                 なお、作成方法については、落札者と協議する 

（5）支払条件 

・前払金 有：請負契約書第 34条第 1項に基づき前金払の請求をすることができる。 

       ※ただし、請負代金が NEXCO東日本の契約事務処理要領第 281条の規

定を満たさない場合はこの限りではない。 

・部分払 有：請負契約書第 37条第 1項に基づき部分払の請求をすることができる。 

（6）単品スライド条項の適用：請負契約書第 25条第 5項について適用する。 
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様式 1（競争参加資格確認申請書） 
 
 

競争参加資格確認申請書 

 

平成 00年 00月 00日 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

支社長 山本 裕己 殿 

仕入先ｺｰﾄﾞ ※1  

住所  

会社等名  

役職等  

氏名              印 

担当者  

TEL  

FAX  

E-mail  

 

平成 24 年 12 月 25 日付けで入札公告のありました北海道支社管内 軸重計設備更新工事に係る

競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、上記工事の入札公告において示された競争参加資格にかかる要件について、以下のとおり宣

誓するとともに、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

・当社は、東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第 6条に該当する法人ではありません。 
・当社は、上記工事に係る設計業務等の請負人、当該設計業務等の下請負人、又は当該請負人若し

くは下請負人と資本若しくは人事面において関連がある者ではありません。 

・当社は、上記工事の入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係のある者ではあ

りません。 

 ・当社は、上記工事の監督を担当する部署の施工（調査等）管理業務の請負人、担当技術者の

出向・派遣元、又は当該請負人若しくは担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面に

おいて関連のある者（以下「請負人等」という。）として本工事の発注に関与した者ではあり

ません。また、現に請負人等ではありません。 

・今後、落札者決定までの間において上記宣誓事項に変更が生じた場合は、速やかに書面をもって

契約責任者宛に申し出ます。 

記 

1. 施工実績（様式 2） 

2. 配置予定の主任（監理）技術者の資格（様式 3） 

3. 配置予定の現場代理人または主任（監理）技術者の工事経験（様式 4） 

4. 主要設置予定機器等評価（様式 5） 

  

                                         以上 

 
※1）｢仕入先ｺｰﾄﾞ｣の欄には、有資格者名簿に記載の10桁のｺｰﾄﾞ番号を記入してください。 
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 様式 2（施工実績） 
 

施工実績  

 会社等名：             

同種工事 

 

 

 

 

項 目 

道路を走行する車両の軸重の測定が可能な設備について、下記①から③に示す全

てを実施した工事 

①機器の自社又は委託製作 ②機器の設置 ③試験調整 

 

 

工
事
名
称
等 

工 事 名   

CORINS登録番号  

工 事 場 所   

契 約 金 額   

工 期  

発 注 者 名 （※1）  

工 事 成 績 （※1） 00点 

受注形態等 (※2) 単体 / 共同企業体 

共同企業体の場合 
協定方式(※2)： 甲 / 乙 

出資比率： 00％（○○建設 00％） 

工
事
諸
元
等 

工法・規模・寸法 

道路名： 

場所： 

機器製作の有無：（自社又は委託製作） 

機器設置の有無： 

試験調整の有無：  
≪補足事項≫ 
（※1）技術評価項目とする。 
（※2）該当するものを○で囲む。 

 
≪記載上の注意事項≫ 
①代表的な施工実績を 1件記載すること。なお、記載する施工実績は入札公告（説明書）に定める競争参加資
格要件を満たした施工実績でなければならない。 

②同種工事の各工事を異なる工事で施工した場合は、工事毎に 1 枚作成すること。【同種工事を複数設定して
いる場合】 

③記載した工事の「契約書の頭書の写し」又は CORINS に登録されている場合は「工事カルテの写し」を添付
すること。 

④契約書の頭書又は CORINS への登録内容で、上表「工事諸元等」に記載の内容が確認できない場合は、工事
図面・特記仕様書等、その確認に必要な書類を添付すること。 

⑤記載した施工実績について、その発注者より工事成績評定の通知を受けているときは、その写しを添付する
こと。なお、工事成績を技術評価項目とする工事において、工事成績評定の写しの添付がない場合は、工事
成績にかかる技術評価点を「0点」とするので留意すること。 
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 様式 3（配置予定の主任(監理)技術者の資格） 
 

配置予定の主任(監理)技術者の資格 
 

 
会社等名：              

配置予定技術者の氏名 ○○ ○○ □□ □□ △△ △△ 

従事(予定)役職 (※1) 主任技術者 / 監理技術者 主任技術者 / 監理技術者 主任技術者 / 監理技術者 

最終学歴･学科･卒業年度 高校土木科 00年卒業 高専土木工学科 00年卒業 大学土木工学科 00年卒業 

建設業法（機械器具設置工事業）

に該当する資格等 

0級○○施工管理技士(取得年･登録番号) 

監理技術者資格(取得年･登録番号) 

監理技術者講習修了証(修了年･番号) 

その他（建設業法に定める同等の内容を記述） 

0級○○施工管理技士(取得年･登録番号) 

監理技術者資格(取得年･登録番号) 

監理技術者講習修了証(修了年･番号) 

その他（建設業法に定める同等の内容を記述） 

0級○○施工管理技士(取得年･登録番号) 

監理技術者資格(取得年･登録番号) 

監理技術者講習修了証(修了年･番号) 

その他（建設業法に定める同等の内容を記述） 

申
請
時
点
に
お
け
る
他
工
事
の
従
事
状
況
等 

工事名 申請時における従事工事なし ○×自動車道△△工事 ☆☆☆☆工事 

発注者名  ○○高速道路㈱ ◇◇支社 □□県 

工期  平成 00年 00月 00日～平成 00年 00月 00日 平成 00年 00月 00日～平成 00年 00月 00日 

従事役職  主任技術者 主任技術者 

本工事と重複する場合  当該工事は,平成 00 年 00 月 00 日までの工期である

が 00月 00日に検査が終了し,残期間については専任

を要しない旨の確認を発注者に対し別紙のとおり行

っているため,本工事に従事可能 

当該工事は,本工事の入札日の前,平成 00年 00月 00

日までの工期であるため,本工事と工期は重複しな

い 

本工事の専任開始時期  専任を要する期間の開始日である 00年 00月 00日よ

り従事可能 

工期開始日の 00年 00月 00日より従事可能 

CORINS登録番号  000000000 登録なし  
≪補足事項≫ 

・(※1) 該当するものを○で囲むこと。 
 
≪記載上の注意事項≫ 

① 配置予定の主任(監理)技術者は複数名記載することができるが、記載した者の中から必ず 1名以上を配置しなければならない。なお、配置予定技術者の変更は、当該者の死亡等極めて特別な事情がある場合を除き認めな

い。 

② 様式 4（配置予定の現場代理人または主任(監理)技術者の工事経験）に記載する主任(監理)技術者については、必ず本様式にも記載すること。 

③ 記載する主任(監理)技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係になければならない。 

④ 主任技術者、監理技術者ともに、本工事に対応した建設業法に定める許可業種に係る資格、その取得年及び登録番号等を記載すること。 

⑤ 上記④に関して、主任技術者にあっては資格者証等の写しを、監理技術者にあっては監理技術者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)を添付すること。また、これらの書類により直接的かつ恒常

的な雇用関係が確認できない場合は、その確認のため必要な書類を添付すること。 

⑥ 配置予定の主任(監理)技術者が申請時点において他工事に従事している場合は、本工事への専任開始時期を記入すること。なお、当該他工事で主任技術者または監理技術者として従事している場合で、当該他工事の工期

と本工事の工期が重複する場合は、本工事への専任期間と当該他工事への専任期間が重複しない旨、当該他工事の発注者に確認を行ったことを証する書面(写し)を添付すること。 

⑦ 同一人の技術者を本工事以外の工事等(NEXCO東日本の発注する工事等に限らない)にも重複して配置予定技術者として登録する場合で、本工事以外の工事を先に落札したことにより、本工事にその技術者を配置できなく

なった場合は、本工事の入札に参加してはならない。なお、技術者を配置できないにも拘らず入札したときは、競争参加資格停止措置を講じる場合がある。 
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 様式 4（配置予定の現場代理人または主任(監理)技術者の工事経験） 
 

配置予定の現場代理人または主任(監理)技術者の工事経験 

 
会社等名：              

配置予定技術者の氏名 □□ □□ △△ △△  

従事(予定)役職 (※1) 現場代理人 / 主任技術者 / 監理技術者 現場代理人 / 主任技術者 / 監理技術者 現場代理人 / 主任技術者 / 監理技術者 

最終学歴･学科･卒業年度 高専土木工学科 00年卒業 大学土木工学科 00年卒業  

現場経験 00年 00年  

建設業法（機械器具設置工事業）

に該当する資格等 

0級○○施工管理技士(取得年･登録番号) 

監理技術者資格(取得年･登録番号) 

0級○○施工管理技士(取得年･登録番号) 

監理技術者資格(取得年･登録番号) 

 

工
事
名
称
等 

工事名 ○×自動車道△△工事 ☆☆☆☆工事  

工事場所 ××県○○郡※※町△△ □□県○×市◇◇  

契約金額 00億円 00億円  

工期 平成 00年 00月 00日～平成 00年 00月 00日 平成 00年 00月 00日～平成 00年 00月 00日  

発注者名（※2） ○○高速道路㈱ ◇◇支社 □□県  

工事成績（※2） 00点 00点  

発注形態 単体 共同企業体【出資比率：00％（○○建設 00％）】  

従事役職（※2） 主任技術者 主任技術者  

工事諸元等    

CORINS登録番号 000000000 登録なし  

≪補足事項≫ 

（※1） 該当するものを○で囲むこと。 

（※2）技術評価項目とする。 

≪記載上の注意事項≫ 

①配置予定の現場代理人または主任(監理)技術者は複数名記載することができるが、記載した者の中から必ず 1名以上を配置しなければならない。 

②現場代理人を記載する場合は本工事に対応した建設業法に定める許可業種に係る資格を有する者に限るものとする。 

③記載する主任(監理)技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係になければならない。 

④本工事に対応した建設業法に定める許可業種に係る資格、その取得年及び登録番号等を記載すること。(建設業法 15条 2号に規定する大臣認定の場合は『大臣認定』と記載のうえ、認定書類(写し)を添付すること) 

⑤上表｢工事名称等｣には、入札公告（説明書）に定める競争参加資格を満たした工事経験 1件を記載すること。 

⑥記載する工事経験は、工期の 5割以上の期間において従事していた工事とする。なお、当該工事に設計、工場製作、冬季休止が含まれている場合、それらの期間は除くものとし、設計期間、工場製作期間、冬季休止期間

を証明する書類を添付すること。 

⑦CORINSに登録のない工事の工事経験を記載する場合は、当該工事請負契約書の頭書の写しを添付すること。 

⑧上表に記載した工事経験について、CORINS に未登録の場合、または CORINS の登録内容で上表の内容をすべて確認することができない場合は、その内容を証明する書類として、工事図面、特記仕様書、経歴書及び施工計

画書等を添付すること。 

⑨記載した施工実績について、その発注者より工事成績評定の通知を受けているときは、その写しを添付すること。なお、工事成績を技術評価項目とするとした工事において、工事成績評定の写しの添付がない場合は、工

事成績にかかる技術評価点を｢0点｣とするので留意すること。 

⑩同一人の技術者を本工事以外の工事等(NEXCO 東日本の発注する工事等に限らない)にも重複して配置予定技術者として登録する場合で、本工事以外の工事を先に落札したことにより、本工事にその技術者を配置できなく

なった場合は、本工事の入札に参加してはならない。なお、技術者を配置できないにも拘らず入札したときは、競争参加資格停止措置を講じる場合がある。

⑪工事経験の従事役職が現場代理人の場合（監理技術者又は主任技術者を兼務していた場合は除く）は、工事経験時に当該工事に対応する建設業法に規定する主任技術者資格または監理技術者資格を有していた場合に技術

評価項目の評価の対象とする。主任技術者資格の場合は、当該工事の経験時において資格を証明する資格者証等の写し（実務経験による場合は、工事名・従事期間等のわかる経歴書）を添付すること。 
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様式 5（主要設置予定機器等評価） 
 

主要設置予定機器等評価  

 会社等名：             

① 納入実績 
 

主要機器 軸重計設備 

同種機器 道路を走行する車両の軸重の測定が可能な設備 

主要機器の製造予定業者  

納 

入 

実 

績 

工事(納入)件名  

CORINS登録番号  

工事(納入)内容  

工事(納入)場所  

工期(納期)  

発注者名  

  
 

≪記載上の注意事項≫ 
① 入札者が上表｢主要機器｣の欄に示す機器を自ら製作して設置する場合は、上表｢主要機器｣の欄に示す機器
にかかる入札者の代表的な納入実績 1件を記載すること。 

② 入札者が上表｢主要機器｣の欄に示す機器を購入して設置する場合は、購入先である製造予定業者名と、上
表｢同種機器｣の欄に示す機器にかかる当該製造予定業者の代表的な納入実績 1件を記載すること。 

③ 上記②に関して、購入先である製造予定業者は、原則として 1 者とする。ただし、製造予定業者を特定で
きない場合は候補者を複数名記載することができるが、本件工事の実施にあたっては記載した者の中から選
定しなければならない。 

④ CORINSに登録のない納入実績を記載する場合は、当該納入実績にかかる契約書の頭書の写しを添付するこ
と。なお、機器の諸元を確認するため必要な図面や仕様書を添付すること。 

⑤ 納入実績がない場合は、競争参加資格が無いものとする。 

 

② 主要機器の保守技術支援体制 
 

社名 組織名称 所在地 

   
 

≪記載上の注意事項≫ 
① 主要機器の故障、システムの機能障害時等において、24 時間体制で保守･復旧を行う者の社名、組織名称

及び所在地を記載すること。なお、本件工事の施工区域が所在の都道県内に所在する者を優先的に記載する
こと。 

② 上記①に関して、保守技術支援は原則として入札者自らの組織で行うことが望ましいが、当該サービス提
供会社に依頼する場合は、その社名(複数ある場合は代表的な 1者でよい)、組織名称及び所在地を記載する
こと。 

③ 保守技術支援体制表を添付すること。なお、上記①の組織以外の関連組織(受付部門、修理部門等)につい
ても関連が分かるよう、保守技術支援にかかるフロー図方式で作成すること（各関連組織の所在地、連絡先
も併記すること）。 

④ 保守技術支援体制がない場合は、競争参加資格が無いものとする。   
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様式 15-1 

見積書の提出 

【交渉後の最終見積書の場合は「最終見積書」としてください】 

 

平成 00年 00月 00日 

 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 支社長  山本 裕己 殿 

 住所  

 会社名  

 代表者 印  

 担当者  

 TEL  

 FAX  

 E-mail  

 

 

 

 平成 24年 12月 25日付けで入札公告のありました北海道支社管内 軸重計設備更新工事に係る入札

前価格交渉対象項目の見積書を下記の書類を添えて提出します。 

 

記 

 

 １．見積書 

 

 ２．添付書類 
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様式 15-2 

 

 

見 積 書 
 

大項目 小項目 数量 単位 見積単価 見積金額 

○○自動車道 

○○設備工事 

下記①～③の合計額 1 式   

 ①機器製作費 

 ○○機 

● 台   

 ②機器製作費 

 ○○装置 

● 架   

 ③機器製作費 

 ○○スイッチ 

● 台   

 
（添付資料） 
見積書に記載された価格の根拠を示す次のいずれかの資料（様式自由） 
1) 当該機器等を自社で製作する場合 
 ・本件工事の設計図書で示した仕様等を満足することを明らかとする機器仕様がわかる資料の写し 
2) 当該機器等を他社から納入する場合 

・本件工事の設計図書で示した仕様等を満足することを明らかとする機器仕様がわかる資料の写し 
 ・取引先からの当該資材に関する見積書の写し 
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様式 16 

工事費内訳書の提出について 

 

 

平成 00年 00月 00日 

 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 支社長  山本 裕己 殿 

 住所  

 会社名  

 代表者 印  

 

 

 

工事名） 北海道支社管内 軸重計設備更新工事 

 

 

 

 提出書類 

  ・工事費内訳書 

 

 

 

 

《単価表等の提出に係る留意事項》 

 ① 本件工事の第 1 回目の入札に際して、入札者に対する指示書[13]に規定する工事費内訳書の提出を求

める。 

 ② 提出された工事費内訳書を確認し、入札者に対する指示書[13]④に該当し、適正な見積が行われてい

ないと判断される場合には、当該入札を無効とすることがある。 

 ③ 必要に応じて、提出された工事費内訳書のヒアリングを求めることがある（入札者に対する指示書[13]

を参照のこと）。 
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様式 17 

 

 

競争参加資格がないと認めた理由の説明請求書 

 

 

平成 00年 00月 00日 

 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

支社長     山本 裕己 殿 

 

 

 提出者）住 所 

電話番号 

会 社 名 

代 表 者             印 

 

 

 

 

平成 00 年 00 月 00 日付けで通知された、北海道支社管内 軸重計設備更新工事に係る技術資料に

ついての審査において、競争参加資格がないと認められた理由について、下記のとおり説明を求めま

す。 

 

 

記 

 

 

１．工事名 

２．当該案件の公告日 

３．疑問内容 

以  上 
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様式 18 

 

再苦情申立書 

 

 

                                平成 00年 00月 000 日 

 

 東日本高速道路株式会社 北海道支社 

  支社長 山本 裕己 殿 

 

 

  １ 再苦情申立者の住所氏名 

     〒○○○―○○○○    県   市   町 ○○ 

     ＴＥＬ  

     商号又は名称 

     代表者名 

 

 

  ２ 再苦情申立ての対象となる工事名 

     工事名  北海道支社管内 軸重計設備更新工事 

 

 

  ３ 不服のある事項 

 

 

 

 

 

 

 

  ４ ３の主張の根拠となる事項 
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別紙 

 

配置技術者の専任期間の基本的な考え方① 
 

 施工制約がない工事（標準） 

 

本工事契約工期 

 

  専任を要する期間（現場稼働期間）   

     

  CORINS受注時登録の従事期間   

 

  専任を要しない期間    専任を要しない期間   

  

現場施工に着手するまでの期間 
※当社の共通仕様書「着工日」により工期

開始の日から３０日までの期間とする。

但し、設計書で着工日が定められている

場合はこの限りではない。 

 

  

事務手続き等の期間 
※工事が完成し、工事完成検査（しゅん功

検査）終了後で、事務手続き等のみが残

っている期間の場合は専任を要しない 

 

 

 

配置技術者の専任期間の基本的な考え方② 
 

 工事途中で冬季休止期間がある工事 

 

本工事契約工期 

 

       

   冬季休止期間    

       

 

  専任を要しない期間    専任を要しない期間   

 現場施工に着手するまでの期間 

 
※当社の共通仕様書「着工日」により工期

開始の日から３０日までの期間とする。

但し、設計書で着工日が定められている

場合はこの限りではない。 

 

 事務手続き等の期間 

 
※工事が完成し、工事完成検査（しゅん功

検査）終了後で、事務手続き等のみが残

っている期間の場合は専任を要しない 

 

 

  専任を要しない期間   

  

冬季休止期間 
※冬季休止期間開始日から解除日までの

期間は専任を要しない 

 

 

  

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 

CORINS受注時登録の従事期間 CORINS受注時登録の従事期間 
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配置技術者の専任期間の基本的な考え方③ 
 

 工場製作を含む工事（上部工等） 

 

本工事契約工期 

   （工場製作）    

       

       

  CORINS 

受注時登録

の従事期間 

CORINS受注時登録の 

従事期間（工場製作） CORINS受注時登録の従事期間 

  

       

 

  専任を要しない期間    製作期間    専任を要しない期間   

 現場施工に着手する迄の期間 

 
※当社の共通仕様書「着工日」に

より工期開始の日から３０日ま

での期間とする。但し、設計書

で着工日が定められている場合

はこの限りではない。 

 同一工場で工場製作の場合 

１工場で一体管理 

 
（１人の技術者が管理可能であり

専任は要しない） 

 事務手続き等の期間 

 
※工事が完成し、工事完成検査（し

ゅん功検査）終了後で、事務手

続き等のみが残っている期間の

場合は専任を要しない。 

 

 

 

配置技術者の専任期間の基本的な考え方④ 
 

 工場製作を含む工事（施設工事等） 

 

本工事契約工期 

   （機器製作）    

       

       

  CORINS 

受注時登録

の従事期間 

CORINS受注時登録の 

従事期間（機器製作） CORINS受注時登録の従事期間 

  

       

 

  専任を要しない期間    製作期間    専任を要しない期間   

 現場施工に着手する迄の期間 

 
※当社の共通仕様書「着工日」に

より工期開始の日から３０日ま

での期間とする。但し、設計書

で着工日が定められている場合

はこの限りではない。 

 同一工場で工場製作の場合 

１工場で一体管理 

 
（１人の技術者が管理可能であり

専任は要しない） 

 事務手続き等の期間 

 
※工事が完成し、工事完成検査（し

ゅん功検査）終了後で、事務手

続き等のみが残っている期間の

場合は専任を要しない。 

 

 

 

  

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 
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配置技術者の専任期間の基本的な考え方⑤ 
 

 詳細設計中または工場製作のみが稼働している期間 

 

 本工事契約工期  

 （設計） （製作）    

      

  CORINS受注時登録の 

従事期間（製作） CORINS受注時登録の従事期間 
  

      

 

 （他工事の製作）    

他工事     

 

 

 同一工場で工場製作の場合 

１工場で一体管理 

 

 

    専任を要しない期間   

 設計期間は下記の技術者を配置 

・管理技術者 

・照査技術者 

 事務手続き等の期間 

 
※工事が完成し、工事完成検査（し

ゅん功検査）終了後で、事務手

続き等のみが残っている期間の

場合は専任を要しない。 
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配置技術者の専任期間の基本的な考え方⑥ 
 

 工事途中で工事一時中止が発生した工事 

 

 本工事契約工期  

     

     

     

  CORINS受注時登録の従事期間   

 

  専任を要しない期間    専任を要しない期間   

 現場施工に着手する迄の期間 

 

※当社の共通仕様書「着工日」により工期

開始の日から３０日までの期間とする。但

し、設計書で着工日が定められている場合

はこの限りではない。 

 事務手続き等の期間 

 

※工事が完成し、工事完成検査（しゅん功

検査）終了後で、事務手続き等のみが残っ

ている期間の場合は専任を要しない。 

 

 

 

                           工事一時中止 

 

 本工事契約工期  

     

       

       

  CORINS変更登録の従事期

間 

 CORINS変更登録の従事期

間 

  

 

  専任を要しない期間    専任を要しない期間   

 現場施工に着手する迄の期間 

 

※当社の共通仕様書「着工日」により工期

開始の日から３０日までの期間とする。但

し、設計書で着工日が定められている場合

はこの限りではない。 

 事務手続き等の期間 

 

※工事が完成し、工事完成検査（しゅん功

検査）終了後で、事務手続き等のみが残っ

ている期間の場合は専任を要しない。 

 

 

  専任を要しない期間   

 工事一時中止期間 

 
※工事用地の確保未了・自然災害等で工

事を全面的に一時中止している期間の場

合は専任を要しない（全面的でなく一部

でも工事可能であれば専任を要する） 

 

 

 

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 

専任を要する期間 

（現場稼働期間） 
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拡大型指名競争入札方式について 
 
 
○ 

公募を併用した指名競争入札方式であり、一般競争入札で入札公告により競争参加希望者

を募集しても希望者が極めて少なく十分な競争が確保されない場合や指名競争入札を行っ

た際に参加者の多くが辞退し、有効な入札を行った者が 1 者のみとなって指名競争入札が競

争不成立となる場合などに対応するため、指名競争入札により有資格業者を指名して確実な

競争参加を確保するとともに、一般競争入札と同様、公募により指名業者以外の者の競争参

加を求めることで、更なる競争性の拡大を期待した制度です。 

概要及び目的 

 
 

○ 

 
手続きの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※なお、平成２３・２４年度競争参加資格の無資格者は、開札の日までに必要な工種にかかる資格の認

定を受ける必要があります。 
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